
公的個⼈認証サービス利⽤に係る特約 

 
１．特約の適⽤範囲等 
（１）本特約は「多摩信⽤⾦庫アプリ」での各種⼿続きにおいて、公的個⼈認証サービスを利⽤するに

あたり、適⽤される事項を定めるものです。 
（２）本特約は「多摩信⽤⾦庫アプリ利⽤規約」（以下「アプリ利⽤規約」といいます）の⼀部を構

成するとともに同規約と⼀体として取り扱われるものとし、本特約に定めがない事項に関してはア
プリ利⽤規約が適⽤されるものとします。 

 
２．公的個⼈認証サービスの概要 
（１）公的個⼈認証サービスとは、マイナンバーカードのＩＣチップに搭載された電⼦証明書を利⽤して、

オンラインで本⼈確認を実施するサービスです。本サービスの利⽤には、マイナンバーカードおよび署
名⽤電⼦証明書のパスワード（６桁〜１６桁の半⾓英数字）が必要です。 

（２）署名⽤電⼦証明書のパスワードを失念等した場合は、住⺠票のある市区町村の窓⼝等での⼿
続きが必要です。 

 
３．取得情報および利⽤⽬的 
（１）当⾦庫は公的個⼈認証サービスを通じて取得する⽒名、住所、⽣年⽉⽇、性別等の情報（以

下「本⼈確認情報」といいます）を、本⼈確認のほか、当⾦庫の顧客情報として登録・管理する
⽬的で利⽤します。 
なお、本⼈確認情報の項⽬は、法令等の改正により追加・変更される場合があります。 

（２）当⾦庫は署名⽤電⼦証明書の有効性確認を⾏うために、地⽅公共団体情報システム機構が
提供する認証業務情報（電⼦署名等に係る地⽅公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律（平成１４年法律１５３号）第４４条に規定する認証業務情報をいう）を利
⽤します。 

 
以 上 
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